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経済企業委員会会議録 

 

平成２９年１２月１３日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時５０分閉議（実時間１４６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１０２号・平成２９年度八代市一般

会計補正予算・第５号（関係分） 

１．議案第１０４号・平成２９年度八代市簡易

水道事業特別会計補正予算・第２号 

１．議案第１０５号・平成２９年度八代市水道

事業会計補正予算・第２号 

１．議案第１１５号・平成２９年度八代市一般

会計補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第１１７号・平成２９年度八代市簡易

水道事業特別会計補正予算・第３号 

１．議案第１１８号・平成２９年度八代市病院

事業会計補正予算・第１号 

１．議案第１１２号・八代市市民農園条例の制

定について 

１．議案第１１３号・八代市農業委員会の委員

及び農地利用最適化推進委員定数条例の制

定について 

１．議案第１１４号・八代市水道事業給水条例

の一部改正について 

１．陳情第４号・八代市食肉センター跡地利活

用について 

１．陳情第１０号・球磨川放流用稚アユの安定

的確保に向けての支援について 

１．陳情第１１号・八代市立病院再建について 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

 ・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

  （台湾基隆市との友好交流について） 

  （海外大型クルーズ船寄港に伴う経済波及

効果額について） 

  （国営八代平野土地改良事業について） 

  （市立病院の方向性について） 

  （八代市水道料金徴収事務等業務委託に係

る選定結果について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  西 濵 和 博 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     黒 木 信 夫 君 

  農林水産部次長   橋 永 高 徳 君 

  水産林務課長    竹 見 清 之 君 
 
  農業振興課長兼 
            豊 田 浩 史 君 
  食肉センター場長 
 

  農林水産政策課長  小 堀 千 年 君 

  農地整備課長    小 原 聖 児 君 

 経済文化交流部長   辻 本 士 誠 君 

  経済文化交流部次長 桑 原 真 澄 君 

  国際港湾振興課長  緒 方   浩 君 

  観光振興課長    岩 崎 和 也 君 

 総務部 

  人事課長      白 川 健 次 君 

 部局外 

  農業委員会事務局長 橋 本 勇 二 君 

  水道局理事兼局長  宮 本 誠 司 君 
 
  水道局主幹兼 
            松 田 仁 人 君 
  簡易水道係長 
 
 
  市立病院事務部 
            田 中 智 樹 君 
  事務長兼医事係長 
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○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）定刻となり、定足数に達しましたの

で、ただいまから経済企業委員会を開会いたし

ます。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１０２号・平成２９年度八代市一般会

計補正予算・第５号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、予算議

案の審査に入ります。 

 議案第１０２号・平成２９年度八代市一般会

計補正予算・第５号中、当委員会関係分を議題

とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費及び第１

０款・災害復旧費について、農林水産部から説

明を求めます。 

○農林水産部長（黒木信夫君） 改めまして、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 ただいま議案となっております、議案第１０

２号・平成２９年度八代市一般会計補正予算・

第５号中、当委員会に付託されております農林

水産部関係分につきまして、農林水産部、橋永

次長より説明をいたしますのでよろしくお願い

します。 

○農林水産部次長（橋永高徳君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）農林水産部次長の橋永でございます。座

って説明させていただきます。 

 それでは、平成２９年度八代市一般会計補正

予算・第５号中、当委員会に付託されました農

林水産分について御説明いたします。 

 別冊の補正予算書・第５号の１２ページをお

開きください。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で、補正額１４６万円を計上し、補

正後の金額を２０億４１８３万２０００円とす

るものです。 

 これは、県の産地パワーアップ事業費補助金

を活用し、産地パワーアップ計画に基づいて高

収益な作物、栽培体系への転換を図る取り組み

を行う農業者に対し、必要な機械などの導入に

要する経費を補助するものでございます。取り

組み主体は株式会社アグリ日奈久、実施地区は

八代市南部地区で、事業内容としましては、薬

剤散布用マルチローターの導入を行うものです。 

 なお、特定財源としましては、全額県支出金

を予定いたしております。 

 続きまして、目４・園芸振興費では、補正額

３５３万円を計上し、補正後の金額を４２７６

万１０００円とするものです。 

 これは、園芸・果樹振興対策事業としまして、

県の中山間地域所得向上支援事業補助金を活用

し、鳥獣被害防止のための防護柵の設置を行う

ものです。事業実施主体は、八代市有害鳥獣被

害対策協議会、実施地区は東陽町下久木野地区

でございます。 

 なお、特定財源としまして、全額県支出金を

予定いたしております。 

 続きまして、目８・農地費では、補正額１６

００万円を計上し、補正後の金額を１２億５６

４万３０００円とするものです。 

 説明欄の農地耕作条件改善事業については、

来年度に整備を予定していた地区について、国

の予算措置の関係で前倒しして整備が可能とな

ったため、事業着手に必要な経費を補正するも

のでございます。実施地区は、日奈久新開町塘

添上地区で、内訳としましては、排水路の測量

設計に係る委託料５４０万円、排水路の改修工

事に係る工事請負費１０６０万円となっており
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ます。 

 なお、特定財源としまして、県支出金１０４

０万円、市債５００万円を予定いたしておりま

す。 

 資料の１４ページをお願いいたします。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、目２・林道施設災害復旧費では、

補正額８５０万円を計上し、補正後の金額を８

３９３万９０００円とするものです。 

 こちらは、９月１７日の台風１８号による林

道施設災害復旧費について補正するものでござ

います。復旧箇所は泉地区の林道南川内線で、

工事請負費としまして８５０万円となっており

ます。 

 なお、特定財源としまして、県支出金５５２

万円５０００円、市債２６０万円となっており

ます。 

 以上で、一般会計補正予算・第５号中、農林

水産部関係分の説明を終わります。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） １ついいですか。災害

復旧費の林道南川内線の話なんですが、今から

その、さっきの話じゃなかっですが、冬になっ

とですが、間に合うごたっとですか。 

○水産林務課長（竹見清之君） おはようござ

います。水産林務課の竹見でございます。 

 今回の件につきましては、実際入札が２月ぐ

らいになりますので、繰り越しの予定で工事の

ほう行います。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（西濵和博君） 園芸振興費についてお

伺いいたします。 

 今回園芸・果樹振興対策事業として、防護柵

でしょうか、御案内いただきました。財源とし

ては県からということで、１００％いただける

ということで非常に有利な財源で補正というこ

とで、理解いたしました。 

 今回対象面積、それから対象延長ございます

けれども、市の認識としては、こういう対策を

ですね、必要とされる残分というのはどれほど

割合として残ってるのか、また来年度以降もこ

ういう要望をなさる御予定か、御見解をお伺い

したいと思います。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）農業振興課、豊田で

す。 

 御質問の、残分、どの程度残っているのかと

いうのは、私ども、基礎調査をしておりませ

ん。被害が発生したごとに、その地区の対応を

行っているという状況でございます。 

 それで、参考までに申し上げますと、平成２

２年度から２８年度まででですね、これはこの

国の事業を活用しました防護柵につきまして

は、ワイヤーメッシュ柵で延長が２万８９２０

メートル、金網柵で４万９０９５メートル、ネ

ット柵で２万１６３メートルという総延長を整

備しております。で、地区数ですが、７１地区

を整備しております。で、受益面積が１８６ヘ

クタール、受益農家戸数が７９１戸の部分を、

防護柵を整備してきております。総事業費が、

１億３８２２万４７４１円で、補助事業費が、

補助金額が、１億３６８８万７１９７円。これ

までこのように整備してきております。 

 今後におきましても、被害が発生する都度、

被害が見込まれる箇所、そういったものを、地

区のほうを巡回なり、地区の方々のお話聞きな

がらですね、農産物の保護ということで整備を

継続して、事業が続く限りは整備してまいりた

いと考えております。 
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 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） これまでの取り組みを

含めてですね、わかりやすく御説明いただきあ

りがとうございました。 

 実施に当たっては、地域の皆さんと十分な意

見交換、調整なさった上で、設置区域、エリア

も設定されてるということも確認できました。 

 予防というのは非常に大事なことでしょうし、

これから先もまだ欠くことのできない事業と思

いますので、今後も引き続きですね、積極的に

お取り組みいただければと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） もう一ついいですか。

産地パワーアップ事業のこのドローンの話なん

ですが、試験的な取り組みなのか、もう技術と

してきちんと確立されたものなのかについて、

ちょっと聞かせてください。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） ドローンの薬剤散布につきましては、も

う技術として確立しております。で、農研機構

のほうもこの技術を認めておりまして、農林水

産航空協会のほうも、ドローンを活用した薬剤

散布の研修ということをカリキュラム組んでお

ります。今後ますます広がる可能性はあると思

っております。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ございま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第５款・農林水産業費及び第１０款・災害復旧

費についてを終了します。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１３分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第６款・商工費、第９款・教育

費について、経済文化交流部から説明を求めま

す。 

○経済文化交流部長（辻本士誠君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）経済文化交流部です。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、議案第１０２号・平成２９年度八

代市一般会計補正予算・第５号中、第６款・商

工費並びに第９款・教育費の所管分につきまし

て、桑原次長から説明いたさせますのでよろし

くお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）桑原でございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、座らせていただいて説明をさせて

いただければと思いますが。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） はい。

それでは、議案第１０２号・平成２９年度八代

市一般会計補正予算・第５号の、１２ページを

お開きをいただきたいと存じます。よろしいで

しょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） 一番下

の款６・商工費、項１・商工費、目３・観光費

では、説明欄の熊本地震復興観光拠点整備等推

進事業として、補正額１５００万円を計上し、
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補正後の額が３億５９２０万円となっていると

ころでございます。 

 全額一般財源でございます。 

 これは、熊本県議会におきまして本年９月の

補正予算で予算化されました平成２８年熊本地

震復興基金交付金の対象事業に、熊本地震復興

観光拠点整備等推進事業が創設されたことから、

この基金を活用し、一般社団法人ＤＭＯやつし

ろが実施主体となり、大型クルーズ船を含む海

外旅行者を中心市街地へ誘導し熊本地震からの

復興とにぎわいの創出を図るため、先週の一般

質問でもお答えをいたしました、本町アーケー

ド内の空き店舗にくまモンを活用したカフェ等

の開設と、観光客を誘導するためのストリート

ファニチャー、モニュメントや誘導サインなど

の設置に要する経費を補正するものでございま

す。 

 あわせて、限度額１５００万円の繰越明許費

の設定を行っております。 

 続きまして、１３ページをお願いをいたしま

す。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目６・文

化財保護費で、補正額１０６０万９０００円を

計上し、補正後の額が２億４２１万６０００円

となっているところでございます。 

 財源内訳の特定財源、国県支出金１０４４万

６０００円は、説明欄にあります地域コミュニ

ティ施設等再建支援事業に係る県からの補助金

でございます。 

 まず、説明欄のほうでございますけれども、

上段の民俗伝統芸能伝承館（仮称）整備事業で

１６万３０００円を計上いたしております。こ

れは、本市の伝統芸能の保存継承と交流促進を

図る中核拠点として位置づけられる、民俗伝統

芸能伝承館（仮称）の基本・実施設計業務委託

に係る公募型プロポーザルコンペ選定審査を開

催する際の、審査委員に対する報償費、旅費な

どの経費を補正するものでございます。プロポ

ーザルコンペ選定審査の開催時期につきまして

は、１月及び３月の２回を予定しているところ

でございます。 

 あわせて、基本・実施設計業務委託に要する

経費７６６５万円について、平成２９年度から

平成３０年度の期間で債務負担行為を設定いた

しております。 

 次に、その下の地域コミュニティ施設等再建

支援事業（地震災害関連）で、１０４４万６０

００円を計上いたしております。これは、全額

県の熊本地震復興基金交付金を活用し、平成２

８年熊本地震で被災した、地域、集落における

地域コミュニティーの場として長年利用されて

きた神社やお堂などの、施設再建に要する経費

に対し助成するものでございます。内容といた

しましては、松高校区の松崎神社ほか２６団体

３１施設の施設再建に係る総事業費２８６７万

円のうち、補助対象額の２分の１相当額１０４

４万６０００円を助成するものでございます。 

 続きまして、１４ページをお願いをいたしま

す。 

 款９・教育費、項８・社会体育費、目２・社

会体育事業費で、補正額１２０万円を計上し、

補正後の額が３０７８万２０００円となってい

るところでございます。 

 全額一般財源でございます。 

 説明欄の、大規模スポーツ大会等誘致事業に

係るものでございまして、２０２０年東京オリ

ンピック・パラリンピックの事前キャンプにつ

いて、国外のトップチームを誘致することで、

本市のスポーツ振興、交流人口の拡大、キャン

プ誘致を通じた本市の魅力を発信、地域経済の

活性化などを図ることを目的に、県や関係団体

と協議の上、台湾のバドミントン競技を誘致す

るため、早期に実行委員会を立ち上げ、台湾バ

ドミントン関係者へのアプローチや交流事業な

ど、誘致に係る経費について補正するものでご

ざいます。内容といたしましては、台湾領事館
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や台湾訪問による事前キャンプ地誘致活動に係

る旅費及び誘致プロモーション委託料等を含め

ました、競技誘致実行委員会負担金１２０万円

でございます。なお、誘致活動につきましては、

平成３０年度以降も継続して取り組んでいく予

定といたしております。 

 以上でございます。御審議よろしくお願い申

し上げます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ございま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１０２号・平成２９年度八代市一般会

計補正予算・第５号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２２分 本会） 

◎議案第１０４号・平成２９年度八代市簡易水

道事業特別会計補正予算・第２号 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０４号・平成２９年度八代市

簡易水道事業特別会計補正予算・第２号を議題

とし、説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）水道局の宮本でございます。着座にて

説明をさせていただきます。 

 議案第１０４号・平成２９年度八代市簡易水

道事業特別会計補正予算・第２号について御説

明いたします。 

 別冊になっております、予算書の１ページを

お願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１８００万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ３億７８１８万７００

０円とするものでございます。 

 内容につきましては、事項別明細書で御説明

いたします。６ページをお願いいたします。 

 ３の歳出から説明させていただきます。 

 款１、項１・簡易水道事業費、目３・簡易水

道建設費でございますが、１８００万円を追加

し、補正後の金額を１億７４７３万４０００円

といたしております。 

 これは、泉町の白岩戸簡易水道施設整備事業

として、浄水場、送水管及び配水管の改良工事

を行うため、当初６４００万円の事業費を計上

していましたが、地元や道路管理者との協議結

果により、当初予定していたルート及び工事内

容の一部に変更が生じたこと、また、熊本地震

等の復旧復興事業による工事量の増大への対応

として、平成２９年２月以降の工事へ導入され

た復興歩掛かり、復興係数の影響により、事業

費が不足するため、必要な経費、工事請負費１

８００万円を補正するものでございます。内容

といたしましては、ルート変更等による影響分

が１５００万円、復興歩掛かり、復興係数導入

による影響分が３００万円でございます。 

 次に、２の歳入でございますが、款６、項１

・市債、目１・簡易水道事業債で１８００万円

を増額し、補正後の金額を１億６９００万円に

いたしております。 

 なお、工期が平成３０年２月から同年６月と

なりますことから、３ページでございますが、
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繰越明許費、泉地区建設事業４９２０万円を設

定いたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 必要な事業は進めてい

ただきたいんですが、今、ちょっと聞きたかっ

ですが、言わるっとがわからぬとですが、何と

か係数って言いなったですよね、地震後の。ど

のくらいその係数的に、膨らんでいくものなん

ですか。言われる範囲で結構ですけんが。 

○水道局主幹兼簡易水道係長（松田仁人君） 

復興係数の係数が変わったことによりまして、

今回６４００万当初計上しておりましたが、そ

れで３００万ほどの影響額が出ております。で

すからちょっと率はですね、はっきりわからな

いんですが、申しわけありませんが、金額的に

３００万ほどとなってます。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） いいです、いいです。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１０４号・平成２９年度八代市簡易水

道事業特別会計補正予算・第２号について、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１０５号・平成２９年度八代市水道事

業会計補正予算・第２号 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１０

５号・平成２９年度八代市水道事業会計補正予

算・第２号を議題とし、説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 引き続き

説明をさせていただきます。着座にてよろしく

お願いします。 

 議案第１０５号・平成２９年度八代市水道事

業会計補正予算・第２号について御説明いたし

ます。 

 補正の理由でございますが、市役所新庁舎建

設に伴い、基礎ぐいを安定地盤まで打設するた

め、庁舎敷地内にある松江城水源地の井戸に濁

りが発生する可能性が高く、水の安定供給を図

れるよう予備井戸を整備するものでございます。 

 別冊になっております、予算書の１ページを

お願いいたします。 

 第２条、平成２９年度八代市水道事業会計予

算、第２条に定めた、業務の予定量を補正する

ものでございます。（４）主要な建設改良事業

のうち、原水設備改良事業を３６７２万円補正

し、４０７２万円といたします。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び

支出の予定額を補正するものでございます。収

入では、第１項・工事負担金を３６７２万円補

正し、資本的収入４４９２万６０００円を見込

み、ページをめくりまして、支出では、第１項

・建設改良費を３６７２万円補正し、資本的支

出３億６９８万３０００円を計上いたしており

ます。 

 第４条、他会計からの補助金でございますが、

予算第８条本文中、第４次拡張に対する企業債

償還経費及び退職手当の支給を、第４次拡張に

対する企業債償還経費及び退職手当の支給及び

新庁舎建設に伴う松江城水源地さく井工事に改
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め、２１１１万５０００円を３６７２万円補正

し、５７８３万５０００円といたします。 

 次に、補正予算に関する説明に移らせていた

だきます。 

 ５ページから６ページまでは、水道事業会計

の補正予算実施計画でございますが、詳細は後

半で説明いたしますので省略させていただきま

す。 

 ７ページ、予定キャッシュ・フロー計算書、

及び８ページから１０ページまでの貸借対照表

は、企業の資金の流れ及び財政状況を明らかに

するものでございまして、内容につきましては

省略させていただきます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の詳細な内容でございま

す。 

 支出から御説明させていただきます。 

 款１・資本的支出、項１・建設改良費、目１

・原水設備改良費は、工事請負費を３６７２万

円補正しております。 

 これは、市役所新庁舎建設に当たり、地盤調

査の結果、基礎部分について安定した地盤に支

持力を求めるくい基礎形式が望ましいことが判

明しましたが、当方式では、庁舎敷地内にある

松江城水源地の井戸に濁りが発生する可能性が

高く、給水区域に影響が及ぶことが想定される

ため、水の安定供給を図る目的で予備井戸を整

備するために要する経費を計上するものでござ

います。 

 続きまして収入でございますが、款１・資本

的収入、項１・工事負担金、目３・その他工事

負担金で、３６７２万円を見込んでおります。 

 これは、新庁舎建設に伴う松江城水源地さく

井工事の一般会計負担分でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） これ、新庁舎建設特別

委員会でも聞いた話ですよね。（｢はい」と呼

ぶ者あり） 

 １１ページ、３６７２万、補正予定額は３６

７２万、新庁舎建設に伴う一般会計負担分とあ

りますよね。で、補正予算額全額が、今回は水

道会計じゃなくて一般会計から、財源は一般会

計から持っていくちゅう話ですたい、と理解し

てよかですか。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） こちら

の、今回の補正につきましては、新庁舎建設に

伴いまして既設の井戸が濁りますことから、井

戸の予備井戸を削井するための経費を、一般会

計から補償金としていただくものでございま

す。で、浄水池ですとか、そちらのほうも建て

かえなければいけませんもんですから、そちら

の経費については水道事業会計のほうで負担い

たす予定でございます。あくまでも、井戸の、

井戸が濁るということでの補償金ということ

で、一般会計のほうと話をつけているところで

ございます。 

○委員（亀田英雄君） 先日は、もう古うなっ

たけんどうせかえんばんとですけんという話で、

落ちついたような気がしたもんですけん、何と

なく変な感じがしたもんですけんが、その負担

割合っていうとはどんくらいすっとですか。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 先日の発

言のほうちょっと私のほうが、誤解を招くよう

な発言でございまして、失礼いたしました。 

 今設計の段階でございまして、まだ、金額申

し上げていいのかわかりませんけども、まあ…

…。 

○委員長（成松由紀夫君） 言われないやつは

言われなくて結構ですよ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） はい。一

部でございます、この井戸の部分は。で、そち

らの浄水池等も、解体ですとか建設とかに伴う
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ところであるんですが、こちらのほうはもう老

朽化しておりますもんですから、こちらのほう

はもう、水道事業会計のほうで新たに、またつ

くり直すものでございます。 

○委員（亀田英雄君） 今度水道事業と一般会

計、負担割合ば決めたわけじゃなくて、その負

担割合はどんくらい、負担割合ばしたっじゃな

かですかと思った、だけん聞いたんですたい。

負担割合あれば、負担割合ば教えてください。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） こちらの

ほうは負担割合ということではなくて、もう、

井戸の補償という形でございます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） で、一般会計負担分、

水道会計における一般会計で、今回一般会計ば

入れたけん、一般会計からの負担分っていうと

は、総額どのくらいなっとですか。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） こちらの

松江城水源地の建てかえということでよろしい

ですか。 

○委員（亀田英雄君） 水道会計全体における、

一般会計の割合や。総額と割合。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 現在一般

会計から繰り入れを行っておりますのが、第４

次拡張工事に係る一般会計の元金償還金ですと

か、そういうのがございますが、こちらは、今

ちょっと、額はありませんけど……。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰か答えられませ

んか、担当課。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） ２９年度

予算では、４７２万４０００円。こちらプラ

ス、この３６７２万が補正されるものです。 

○委員（亀田英雄君） まいっぺんよかです

か。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） はい。４

７２万４０００円です。 

○委員（亀田英雄君） 了解です。はい、了解

です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 担当課はできるだ

け丁寧に、資料があるものはお答えしてくださ

い。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１０５号・平成２９年度八代市水道事

業会計補正予算・第２号について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時３６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３７分 本会） 

◎議案第１１５号・平成２９年度八代市一般会

計補正予算・第６号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１５号・平成２９年度八代市

一般会計補正予算・第６号中、当委員会関係分

を議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費について、

農林水産部から説明をお願いします。 

○農林水産部長（黒木信夫君） それでは、議

案第１１５号・平成２９年度八代市一般会計補

正予算・第６号中、農林水産業費関係分につき

まして、農林水産部、橋永次長より説明をいた
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します。よろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（橋永高徳君） それでは、

座ってから説明させていただきます。 

 予算書の説明に入ります前に、まず、今回の

１２月補正における人件費の補正内容につきま

して説明させていただきます。 

 本年度の人事院勧告に基づく給与改定につき

ましては、昨年度熊本地震の影響により実施を

見送っていたことから、本市におきましては２

年ぶりの実施となっております。 

 今回の改定では、給料表、期末勤勉手当が対

象となっており、まず給料表につきましては、

水準を平均０.２５％引き上げるものでござい

ます。若年層に重点を置いた引き上げ改定とな

っておりまして、この改定による引き上げ対象

者は、全会計で７８２名となっております。次

に期末勤勉手当につきましては、年間支給月数

を４.２月から４.４月へと０.２月引き上げる

ものでございます。 

 給与改定以外の要因といたしましては、人事

異動、退職者や休職者、育児休業者、市町村職

員共済組合負担金の率改定の影響によるもので

ございます。 

 それでは、予算書の説明をさせていただきま

す。別冊補正予算書・第６号の１３ページをお

願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目１・

農業委員会費でございますが、職員６名分の給

与改定の人件費補正として６６１万１０００円

を追加し、補正後の額を７６７７万７０００円

とするものでございます。 

 次に、目２・農業総務費では、職員５４人分

の人件費補正として４５１万８０００円を追加

し、補正後の額を４億８０８６万４０００円と

するものです。 

 次に、目６・農事研修センター費では、職員

３人分の人件費として６４６万３０００円を減

額し、補正後の額を２２７９万４０００円とす

るものでございます。 

 主な要因としましては、人事異動による職員

数の１名減によるものでございます。 

 次に、目８・農地費では、職員１３人分とし

て１５１２万３０００円を追加し、補正後の額

を１２億２０７６万６０００円とするものでご

ざいます。 

 主な要因としましては、給与改定と、人事異

動による職員数２名増によるものでございます。 

 次に、目１２・地籍調査費では、職員１９人

分の人件費として１０６８万５０００円を追加

し、補正後の額を３億４３４９万７０００円と

するものでございます。 

 主な要因としましては、給与改定と、人事異

動による職員数１名増によるものでございます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 項２・林業費、目１・林業総務費でございま

すが、職員８人分の人件費として５０６万４０

００円を減額し、補正後の額を５９１４万１０

００円とするものでございます。 

 主な要因といたしましては、人事異動による

職員数１名減によるものでございます。 

 次に、目４・林道新設改良費では、職員２名

分の人件費補正として２７１万６０００円を減

額し、補正後の額を１億３８２６万８０００円

とするものでございます。 

 要因といたしましては、人事異動によるもの

でございます。 

 次に、項３・水産業費、目１・水産業総務費

でございますが、１０６万２０００円を追加し、

補正後の額を３７３０万４０００円とするもの

でございます。 

 職員５名分の給与改定による人件費補正でご

ざいます。 

 以上で、一般会計補正予算・第６号中、農林

水産業費関係分の説明を終わります。御審議方

よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の
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部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 質疑というかですね、

せっかくこの、前回上げなかった、今回上げる

ということで、まあしかし人事課長が来とんな

るけんと思ってからちょっと言うとですが、７

２００万、これは経済効果のあるものにしてほ

しかっですけど、そういうのを何かこう、見込

みというか期待というか、何かなかですか。質

問なもんだけんちょっと。経済効果のあるもん

にしていただきたかっですよね、せっかくなら。

そういうふうな期待を込めて何かコメントをい

ただければ。 

○人事課長（白川健次君） 人事課、白川でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 今議員さんからもありましたように、昨年度

はですね、熊本地震の影響等もですね、勘案し

たところで、非常にですね、職員の皆さん、苦

労されている中ではございましたが、給与等の

引き上げについては見送らせていただいたとい

う状況がございます。 

 今年度は２年ぶりの改定ということになりま

すので、特に、勤勉手当のほうについてはです

ね、昨年度を含めて２年分の引き上げというこ

とになりますので、恐らくは、職員の皆さんで

すね、それをもって、年末に向けてですね、い

ろいろな商品の購入ですとか、会合ですとかい

うふうについてですね、積極的にですね、参加

をしていただいて、経済効果は期待できるもの

と私のほうは思っているところでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 期待を込めての答

弁ですね。 

○委員（亀田英雄君） 済みません、失礼なち

ょっと質問だったですが。 

 そして、仕事のモチベーションもですね、持

っていただければなと思います。これは意見で

した。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第５款・農林水産業費についてを終了します。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４５分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第６款・商工費、第９款・教育

費について、経済文化交流部から説明をお願い

します。 

○経済文化交流部長（辻本士誠君） それでは、

議案第１１５号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第６号中、第６款・商工費並びに第

９款・教育費の所管分につきまして、桑原次長

から説明いたさせますのでよろしくお願いいた

します。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） よろし

くお願い申し上げます。では、座らせていただ

いて説明をさせていただきます。 

 ただいま辻本部長のほうよりありました、経

済文化交流部所管分につきまして御説明を申し

上げます。 

 一般会計補正予算・第６号の１５ページをお

開きをいただきたいと存じます。 

 人件費の補正についてということでございま

すが、内容につきましては、先ほど農林水産部

のほうより説明があっておりますので割愛をさ

せていただきます。 

 人件費につきましては、経済文化交流部関係

では、このページの商工総務費、また、２０ペ

ージの文化施設費、文化財保護費、２１ページ
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の社会体育総務費及び社会体育施設費で、それ

ぞれ計上をいたしております。それぞれにつき

まして、人事異動、また、給与改定等に伴う増

減に伴う補正でございます。 

 全額一般財源でございます。 

 それでは、１５ページの、款６・商工費、項

１・商工費、目１・商工総務費でございますが、

職員３８人分の補正として１４０６万８０００

円の減額で、補正後の額が２億９６７５万５０

００円となっております。 

 次に、飛びまして２０ページをお願いをいた

します。よろしいでしょうか。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目３・文

化施設費でございますが、職員８人分の補正と

して８５５万６０００円の増額補正で、補正後

の額が１億７２１９万３０００円となっており

ます。 

 そのページの一番下段でございますが、款９

・教育費、項７・社会教育費、目６・文化財保

護費で、職員１１人分の補正として２１４万８

０００円の増額補正で、補正後の額が２億６３

６万４０００円となっております。 

 次に、２１ページでございます。 

 項８・社会体育費、目１・社会体育総務費で

ございますけれども、職員８人分の補正として

１７０７万５０００円の増額補正でございます。

補正後の額が、６９４０万４０００円となって

おります。 

 その下、目３・社会体育施設費でございます

けれども、職員４人分の補正として４０９万７

０００円の増額補正で、補正後の額が２億４３

３７万円となっているところでございます。 

 以上でございます。御審議よろしくお願い申

し上げます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（西濵和博君） 先ほどの農林水産業費

も含めてなんですけれども、総じて、きょう人

事課長おいでですので、要望という形で意見言

わせていただきたいと思います。 

 今回の今年度の人事院勧告、いわゆる国公準

拠については、２年ぶりということで、御説明

のとおり賛同いたしたいと思います。震災、と

りわけ大変な作業の中、市民の公共福祉のため

に頑張っていただいた職員の皆さんを評価した

いと思います。 

 一方で、今国のほうの政策として、働き方改

革叫ばれております。公務の場でも率先してで

すね、実践なさっていらっしゃることだと思い

ますが、とりわけ時間外勤務等の取り組みにつ

きましては、時間外縮減、慢性的な課において

は、なお一層のお取り組みと、あわせて、当た

り前のことが当たり前に取り扱われるように、

いま一度周知徹底の契機としていただければと

いうふうに思います。 

 以上、要望とさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１５号・平成２９年度八代市一般会

計補正予算・第６号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



 

－13－

（午前１０時５２分 本会） 

◎議案第１１７号・平成２９年度八代市簡易水

道事業特別会計補正予算・第３号 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１７号・平成２９年度八代市

簡易水道事業特別会計補正予算・第３号を議題

とし、説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 水道局、

宮本でございます。よろしくお願いいたします。

着座にて説明させていただきます。 

 議案第１１７号・平成２９年度八代市簡易水

道事業特別会計補正予算・第３号について御説

明いたします。 

 別冊になっております、予算書の１ページを

お願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１２５万８０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を、歳入歳出それぞれ３億７９４４万

５０００円とするものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ３の歳出から説明させていただきます。 

 款１、項１・簡易水道事業費、目１・簡易水

道総務費でございますが、１２５万８０００円

を追加し、補正後の金額を４５６７万９０００

円といたしております。 

 内容につきましては、給料３万９０００円、

職員手当等７３万５０００円、共済費４８万４

０００円、合わせて１２５万８０００円の増額

補正を行うもので、給与改定や人事異動、共済

組合負担金率改定等の影響によるものでござい

ます。 

 次に、２の歳入でございますが、款３・繰入

金、項１、目１・一般会計繰入金で１２５万８

０００円を増額し、補正後の金額を１億２９１

３万９０００円にいたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１７号・平成２９年度八代市簡易水

道事業特別会計補正予算・第３号について、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１８号・平成２９年度八代市病院事

業会計補正予算・第１号 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１１

８号・平成２９年度八代市病院事業会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）院長本日外来診療中の

ため、欠席させていただくことをお許しくださ

い。 

 それでは、議案第１１８号の平成２９年度八

代市病院事業会計補正予算・第１号について御

説明申し上げます。座って説明をさせていただ

きます。 

 それでは、１ページを、資料の１ページのほ

う、議案書の１ページのほう、お願いいたしま

す。 

 今回の補正の主な内容は、給与改定のほか

に、人事異動、退職者に伴う人件費の減額補正

でございます。 

 第２条の収益的収入及び支出におきまして、
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収入では、第１款、第２項の医業外収益を、５

６３万７０００円減額いたしまして２億６８６

万１０００円とし、病院事業収益の総額を３億

４４５９万４０００円とするものです。 

 次に支出では、第１款、第１項の医業費用

を、１２４０万７０００円減額しまして４億４

０１４万３０００円とし、病院事業費用総額を

４億４２９０万９０００円とするものです。 

 次の２ページの第３条では、今回の減額補正

に伴い、議会の議決を経なければ流用できない

経費の金額を、２億９６６７万３０００円から

１２４０万７０００円減額し、２億８４２６万

６０００円と改めるものです。 

 第４条では、他会計からの補助金として、特

別な理由で収入する補助金、つまり、仮設外来

診療棟設置に係る元利償還金と、事務従事医療

職員の給与費を、今回の補正にあわせ１億４２

１４万４０００円に減額し改めるものでござい

ます。 

 次の３ページから１０ページにつきまして

は、説明を省略させていただきます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 補正予算明細書にて、今回の補正の内訳を御

説明いたします。 

 収入では、款１・病院事業収益、項２・医業

外収益、目１・他会計負担金、節１・他会計負

担金を、５６３万７０００円減額補正をお願い

するものでございます。これは、一般会計より

繰り入れる負担金のうち、児童手当に係る経費

の増加と、事務従事医療職員１８名分の給与改

定及び年度途中での退職者１名による給与費の

減額でございます。 

 支出では、職員総数が３６名から３３名に減

少したことから、款１・病院事業費用、項１・

医業費用、目１・給与費のうち、節１・給料を

１０１５万円、節２・手当９５万６０００円、

節４・法定福利費１３０万１０００円をそれぞ

れ減額し、合わせて１２４０万７０００円の減

額補正をお願いするものでございます。 

 １２ページ以降は、給与費の詳細な明細書で

ございます。今回は説明を省略させていただき

ます。 

 以上、病院事業会計補正予算について御説明

を申し上げました。よろしく御審議いただきま

すようお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１８号・平成２９年度八代市病院事

業会計補正予算・第１号について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのために小会いたします。 

（午前１０時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０１分 本会） 

◎議案第１１２号・八代市市民農園条例の制定

について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第１１２号・八代市市民農園条例の制定

についてを議題とし、説明を求めます。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） おはよう

ございます。農林水産政策課の小堀でございま

す。 

 私のほうからは、議案第１１２号・八代市市
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民農園条例の制定についてを説明させていただ

きます。座らせて説明させていただきたいと思

います。 

 今回の案件は、当課が所管しております八代

市千丁ふれあい農園及び八代市鏡さわやか農

園、この２つの施設につきまして、現在それぞ

れに定められている条例を統合し、新たに八代

市市民農園条例を制定するもので、また、この

統合にあわせまして、両農園の貸付料の統一を

行うものでございます。なお、これに伴い現行

の２つの条例は、新条例の附則において廃止を

するものでございます。 

 まず、条例案を提出するに至った経緯を少し

説明させていただきたいと思います。 

 千丁、鏡の２つの市民農園につきましては、

平成１７年の市町村合併以前から、それぞれの

町で設置、運営されてきているものでございま

して、条例や貸付要綱につきましても、それぞ

れに引き継ぐ形で現在に至っておるところでご

ざいます。 

 しかし、昨年の定期監査におきまして、貸付

要綱に現状に即してない部分があり、改正の検

討を行うようにとの御指摘をいただいたところ

でございます。あわせまして、類似する２つの

施設の要綱の統合についても、検討してほしい

旨の御指摘もいただいたところでございます。 

 そこで、課内で統合について検討いたしまし

た結果、この施設につきましては、今後とも市

民の農業への理解と関心を深めてもらうために

必要な施設、事業であるということから、その

要綱等につきましては、わかりやすく利用しや

すいものとするため統合したほうがよいと判断

いたしまして、また、この際、貸付料金につい

ても統一し、その料金がうたわれております条

例についても統合することとし、今回の提案に

至ったという次第でございます。 

 それでは、条例の具体的な内容を、議案の１

４、１５ページで説明したいと思います。 

 第１条には設置の目的、第２条には農園の名

称と位置を、第３条には市民農園の業務を、第

４条には貸付対象者を市民とすることなどを定

めているところでございます。 

 第５条には、貸し付け申し込みについて、あ

らかじめ市長に申し込みを行うこと、同第２項

では、（１）（２）に該当するときは貸し付け

をしないことができることを、また、第６条で

は、（１）から（４）に該当するときは貸し付

けを取り消すことができることを定めておりま

す。 

 そして第７条でございますが、ここには貸付

料を定めております。 

 その具体的な額につきましては、１５ページ

下段の別表をごらんいただきたいと思います

が、千丁が１区画３５平米で年額３０００円、

鏡が、こちらは１区画３３平米で同じく３００

０円にしております。貸付期間は、４月から翌

年３月の１年を単位としておりますが、１年に

満たない場合は月割りによる算定にて料金をい

ただく旨を、表の下の備考に記載しておるとこ

ろでございます。 

 なお、千丁は、全３６区画のうち２区画を身

障者用の区画としておりまして、これは車椅子

でも作業ができる程度の高さまでブロックで高

さを上げたもので、１区画、これは車椅子の通

路などを除いた実面積となりますが、約７.８

平米程度でございまして、１５００円としてお

ります。千丁の貸付料は、いずれも従前のとお

りの料金でございます。 

 一方、鏡につきましては、全部で５９区画ご

ざいますが、現在１区画当たり５０００円の貸

付料をいただいております。これは、小型の耕

うん機など、機械、器具の使用料を含んだ料金

体系となっております。しかし、今回の条例の

統合に際し、これらの農業機械、器具の貸し出

しは廃止いたしまして、農地のみの貸し出しと

し、料金を千丁と同じく３０００円としたいと
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考えております。 

 そのようにする理由としまして、１つに、千

丁の利用者との公平性を確保することが挙げら

れます。仮に千丁にも機械類を設置するとなっ

た場合、新たな財政負担が発生すること、それ

と、その場合、千丁の利用者の料金を値上げす

ることになり、利用者の負担が増すこと、それ

から、現在の鏡の機械は、年数も経過しており

まして更新時期を迎えておりますことから、こ

れらを更新しそれを維持していくためには、さ

らなる財政負担が伴うといったことも挙げられ

ます。そして、また、機械の取り扱いというこ

とで、不慮の事故等安全管理上の問題もあると

いうようなこともございます。こうしたことを

総合的に考慮しまして、千丁にそろえる形で３

０００円としたところでございます。 

 次に、第８条では、徴収した貸付料について

は原則還付しない旨を定めております。 

 第９条は、減免措置について定めておりま

す。これは、行政機関や教育機関等、公的機関

が行います行事、例えば試験栽培、体験農園な

どを想定したものでございます。 

 それと第１０条では、この条例の施行に関し

必要な事項は市長が別に定めるとしておりま

す。 

 それと、附則としまして、施行日、それから

旧条例の廃止、それと経過措置としまして、旧

条例によりなされました決定、手続その他の行

為は、新条例が適用される旨を記載しておりま

す。それに、八代市暴力団排除条例における本

条例の関係部分の修正を記載しているところで

ございます。 

 以上、八代市市民農園条例の制定についての

説明とさせていただきます。御審議方よろしく

お願い申し上げます。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） 説明のあった部分かも

しれんとですが、もう合併して１２年ですよね。

で、これまで統合できなかった理由っていうと

は、何かあったならば教えてください。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰が答えますか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 特段でき

なかったといいますか、これまで特に、それぞ

れの条例で問題なく運用ができてたという部分

があるかと思います。で、今回、冒頭申し上げ

ましたように監査の御指摘をいただいたという

ところで、見直すきっかけというところで、今

回統合というようなところになったところでご

ざいます。 

○委員（亀田英雄君） 料金のことですが、も

う理解するようにいたします。料金のことです

が、千丁に合わせるという形をとられたという

ことなんですが、これは高いほうに合わされた

のか安いほうに合わされたのか、ちょっと教え

てください。 

○委員長（成松由紀夫君） 課長、少し大きい

声で。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。今

現在は、鏡のほうが５０００円いただいており

ます。（委員亀田英雄君「安いほうちゅうこ

と」と呼ぶ）はい。千丁が３０００円で、安い

３０００円の千丁のほうに合わせてさせていた

だくというふうなところでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） これ、貸付条件を統一

するちゅう、ここの７条関係の表ちゅうことで

見ると、千丁が１区画３５平米ですね。と、鏡

が３３平米。料金のほうは統一されたってこと

やけど、面積はこれは、どういう理由でこうい

うふうに数字が少し違うんですか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） もう以前

からもうこの区画で割ってあるわけでございま
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すけども、もともとの１枚の田んぼをこの区画

で割って、それぞれの、鏡が５９区画、それと

千丁が３６区画というようなところになって、

それが２平米の差があると。当時はもう別々の

町でつくられたものでございますので、こうい

うふうに区画が若干違っておるという状況でご

ざいます。 

○委員（増田一喜君） ということはもう、も

ともとはそういうふうな割り方してあったとい

うことですよね。千丁さんのほうがちょっと広

かったちゅうことですね。（農林水産政策課長

小堀千年君「そうですね、はい」と呼ぶ） 

 それまたすると今度は余分なやつがかかるわ

けですよね。予算ちゅうか、これをまた平米数

まで合わせていくと、大変な作業になるという

ことですよね。 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手の上発言。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい、そ

ういうことでございます。 

○委員（増田一喜君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（髙山正夫君） ３条中に、販売を目的

としない野菜、花等の栽培というのが書いてあ

ります。１人当たり１区画以上借りれたりする

んですか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 基本、原

則は１人１区画とさせていただいております

が、その残余がある場合、貸出期間を一応設け

ましてそこで受け付けをしまして、その後まだ

残余がある場合は、また、２区画とかいう場合

も可能であるということでございます。 

○委員（髙山正夫君） 最近、いろんな無人販

売、もう大分減ってきましたかね、例えば道の

駅とかそういう何か販売、農業の野菜等も販売

しやすいような状況になってますので、例えば

この１区画３０００円ちゅうことであれば、普

通の農地を持ってられる方もいろんな部分ある

んでしょうけども、経費的に安くつくという可

能性もあるのかなというような感じがしたもん

ですから、そういったところにはつながってい

かないのかなという、気になったところです。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（亀田英雄君） もう一ついいですか。

利用頻度というのは、もう、わかりますか。あ

いとるところがあっとかっていうんですが。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） ２９年度

現在の利用状況につきましては、千丁が３６区

画中３６区画、１００％今埋まっとる状況で

す。と、鏡につきましては今年度は、５９区画

のうち３６区画ということで、稼働率といいま

すか利用率は６１％というような状況になって

おります。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１２号・八代市市民農園条例の制定

については、原案のとおり決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１３号・八代市農業委員会の委員及

び農地利用最適化推進委員定数条例の制定につ

いて 
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○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１１

３号・八代市農業委員会の委員及び農地利用最

適化推進委員定数条例の制定についてを議題と

し、説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（橋本勇二君） 皆さん

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）農業委員会事務局の橋本で

ございます。よろしくお願いします。 

 私のほうからは、議案第１１３号・八代市農

業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定

数条例の制定について説明させていただきま

す。座って説明させていただきます。 

 今回の案件は、農業委員会等に関する法律が

改正されたことに伴い、関係する本市条例の制

定等を行うものでございます。 

 本件に関しましては、１０月１１日に開催さ

れました本委員会の所管事務調査で、本市では

平成３０年８月１日に法改正後初めての農業委

員の改選を迎えること、その準備として条例改

正等があることなどを、制度の概要とともに御

説明申し上げたところでございます。 

 そこで、本日は、農業委員及び農地利用最適

化推進委員の定数に関する条例制定及び現行条

例の廃止、並びに報酬に関する条例の一部改正

などを御提案するものでございます。 

 なお、今回の条例案を提出するに当たりまし

ては、農業委員の代表者による定数等見直し検

討委員会で検討しました素案を、農業委員会の

全委員で協議し総意により決定したものを、条

例案として御提案しているところでございま

す。 

 それでは、条例の内容を、議案書１８ページ

で御説明したいと思います。１８ページをお願

いいたします。 

 まず、第１条です。法律の農業委員の定数及

び最適化推進委員の定数に関する条項を受け、

趣旨規定として定めたものです。 

 第２条で、農業委員の定数を１９人、第３条

で、最適化推進委員の定数を２９人としており

ます。 

 農業委員の定数につきましては、国の考え方

は、農業委員会の会議を機動的に開催できるよ

うにするため、現行の定数の半分程度にするこ

とにされています。農業委員は、市内全域の意

思決定を行うため、区域等を設定、区域分けし

て任命することはできないものの、検討委員会

の中では、地域に応じた活動を行うためには、

現在１７ある農業委員の担当校区ごとに最低１

名程度は必要であると判断し、これに国が積極

的な登用を求めている女性農業委員１名と、任

命が必須とされております中立委員１名を加

え、合計１９名としたところです。この定数案

につきましては、国が定める上限は八代市の場

合は１９名でございますので、上限いっぱいの

提案となっております。 

 次に、最適化推進委員につきましては、国の

定める基準は農地面積１００ヘクタール当たり

１人程度とされており、本市の場合は６３名が

上限となりますが、本市における適正な人員数

については、最適化推進委員の業務内容や業務

量などを加味しながら、現在の農業委員の担当

範囲を基本に、これに農業者数、経営耕作面積

に応じて必要最小限の人員配分を行い、２９名

としたところです。 

 次に附則でございますが、第１項では施行期

日、第２項で現行条例の廃止、第３項は新たな

農業委員選任までの経過措置について定めてい

るところです。 

 附則第４項につきましては、八代市報酬及び

費用弁償条例のうち農業委員に関する部分を、

この附則において改正するものです。 

 １８ページ下段の表にありますように、現在

は各役職に応じた月額が示されておりますが、

改正後は、１９頁にありますように、これまで

の３つの役職に農地利用最適化推進委員の項目

を追加し、それに、基本給の月額及び、能率給
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として予算の範囲内で市長の定める額としてお

ります。すなわち、現行の月額報酬方式から、

改正後は月額報酬と能率給の併用方式とし、能

率給の部分につきましては、国が制度改正に伴

い新規予算として創設いたしました、農地利用

最適化交付金を全額充当して支給するもので

す。この農地利用最適化交付金につきまして

は、農業委員や最適化推進委員の活動実績や成

果に応じて交付されるもので、定額ではないこ

とから、予算の範囲内で市長の定める額として

いるところです。 

 具体的な金額につきましては、１９ページに

あります別表第１のとおりになりますが、基本

給については、現行の月額報酬より６０００円

を減額したものとしております。これに、能率

給といたしまして、ただいま申し上げました農

地利用最適化交付金を委員の活動と成果に応じ

て配分することとし、一定の活動を行えば現行

の金額程度となるように考えております。能率

給の詳細につきましては、別途要綱等で定める

予定でございます。 

 最後の第５項については、新たな農業委員選

任までの報酬についての経過措置を定めている

ところでございます。 

 以上、提出案件の説明とさせていただきま

す。御審議方よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑ございませんか。 

○委員（増田一喜君） 附則のところのこの、

３項ですかね、農業協同組合法等の一部を改正

する等の法律云々としてある、ここんところも

うちょっとわかりやすく説明してもらえれば、

助かりますけれども。従前の例によるとか、在

任するものとされる、適用せずとかなってくる

と……。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） ここにご

ざいますのは、経過措置についてでございま

す。この新しい条例を定めますと、現行の農業

委員さんの扱いはどうなるのかということにな

りますけども、それまでの間、現行の農業委員

さんたちは従前の条例によるというようなとこ

ろを、ここの条文に書いてあるところでござい

ます。 

 今、現在この条例をなぜ定めるかっていう

と、次の改選は来年の８月１日でございますけ

ども、それ以前に募集等を行わなければならな

いということで、その募集は新しい条例によら

なければならないので、今条例を定め、と、任

期７月３１日までの現行の農業委員さんたちの

取り扱いは、現行の条例によるよというような

ところを、そこの経過措置として書いて、３項

には書いてあるところでございます。 

 ちょっと条文がわかりづらいと思いますが、

そういった意味合いのことになるかと思いま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） 増田委員、御理解

いただけますか。 

○委員（増田一喜君） ということは、ここに

ありますけれども、施行期日でこの条例は公布

の日から施行するとなっとるから、それは、ま

だ先に公布されるちゅうことですね。それから

新たに、この推進委員さんですかね、最適化推

進委員さんとか、そういうのが定まっていくち

ゅうわけでしょう。だからそれまでは、従前ど

おりの、今農業委員会の委員さんたちがそのま

んま残っていくちゅうことですよね。次の、変

更になる公布日以降に、こういうふうに推進委

員さんが出てくるからって、それをするんです

ね。 

 だからこの３項ちゅうのは、公布されたらも

うなくなってもいいというふうな解釈でいいの

かな。もう新たなところになっていくから。そ

ういう意味で書いてあるんでしょ。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。

今、議員さんがおっしゃったとおりでございま

す。それまでの、経過措置というようなことで
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ございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１３号・八代市農業委員会の委員及

び農地利用最適化推進委員定数条例の制定につ

いては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１４号・八代市水道事業給水条例の

一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１１

４号・八代市水道事業給水条例の一部改正につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 水道局、

宮本でございます。よろしくお願いいたしま

す。着座にて説明させていただきます。 

 議案書の２１ページをお願いいたします。 

 議案第１１４号・八代市水道事業給水条例の

一部改正について御説明いたします。 

 改正の理由でございますが、平成３０年４月

１日から、水道料金関係の窓口業務、調定・収

納業務、滞納整理業務等を民間事業者に包括委

託することに伴い、業務の効率化を図るため、

水道メーターの管理事務を見直すものでござい

ます。 

 お手元にお配りしています資料の、新旧対照

表をごらんください。 

 現行の第２２条、メーターの管理でございま

すが、第１項におきまして、メーターを取り外

して管理しなければならないこととして、第１

号、水道の使用者または所有者から３０日を超

える使用休止の申し出があったとき、第２号、

水道の使用者または所有者から使用休止の届け

出があってから３０日を超えて再開栓の届け出

がなかったとき、第３号、使用料、手数料等の

未納があったときとあります。 

 現在、第１号、第２号の規定により、３０日

を超える使用休止の場合、メーターを取り外し

て管理し、第２項の規定により、再開栓の届け

出があったときにはメーターを取りつけていま

す。しかし、３０日ではメーターの取り外し、

取りつけが頻繁となりますので、メーターの管

理を、３カ月や６カ月の使用休止の場合メータ

ーを取り外すなど運用の幅を広げ、業務の効率

化が図れるようこの条項を削除し、次条以後を

１条ずつ繰り上げるものでございます。 

 なお、第１項第３号の規定により使用料、手

数料等の未納により給水を停止する際には、止

水栓の取り外し等により対処いたします。 

 施行期日は、平成３０年４月１日からの施行

とするものです。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１４号・八代市水道事業給水条例の
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一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部退室のため小会いたします。 

（午前１１時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３０分 本会） 

◎陳情第４号・八代市食肉センター跡地利活用

について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。 

 今回当委員会に付託となりましたのは、継続

審査の陳情１件及び新規の陳情２件でありま

す。 

 それではまず、陳情第４号・八代市食肉セン

ター跡地利活用についてを議題といたします。 

 要旨は文書表のとおりです。本件について、

御意見等はありませんか。ありませんか。執行

部を入れることも可能ですが。 

○委員（増田一喜君） ちょっと聞きたい。前

にちょっとこれについて説明があったような気

が……、解体するような話を聞いたけど、ちょ

っとそこをもう１回聞いてみたいなと思うんで

すけど、よろしいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。まだ説明は

前にもあっておりませんので、執行部を入れて

その説明を聞きたいと思いますが。 

 ただいま、本件に関して執行部に説明を求め

るとの意見が出ましたが、これに御異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、執行部に説明を求めることといたします。 

 小会します。 

（午前１１時３２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３３分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

○委員（増田一喜君） 前、食肉センター解体

云々というのはちょっと聞いたような記憶はあ

るんですけども、そっから先でどうなっていっ

てるのかなという。何らかの計画があるとかい

うことであれば、ちょっと教えていただきたい

なと思うんですけど。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、本件に

関し執行部からの説明を求めます。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 農業振興課、豊田です。 

 食肉センターの、ことしの３月の議会におき

まして、食肉センターの廃止、条例の廃止とい

うこと、解体に向けての廃止ということで、議

決いただいたところでございます。 

 その後でございますが、１０月ごろに地元の

方との打ち合わせなどを行いまして、そして、

１１月１６日です、地元の代表者の方々、これ

はまちづくり協議会、西宮町内とか、この要望

書を上げられた方々６名の方と、まちづくり協

議会の会長様、役員様に対しまして、食肉セン

ターの解体工事を行いますということでの説明

を、業者が決定しましたので着工いたしますと

いうことの説明を行いました。そして、１１月

２０日に住民説明会を、この１６日の代表者の

説明会の中で、住民の方にも説明していただき

たいというような要望がございましたので、１

１月２０日ですが、１１区と１０区、西宮町の

１１区と１０区の方を中心として、そのほか近

隣の方々も含めた、説明会を行っております。 

 説明会ではもう、工事の概要、そして、大型

車両の通行経路などですね、そして、いつごろ

完了見込みかということを御説明申し上げまし

た。完了見込みは３月中旬を予定しております

ということで説明して、天候によっては延期も

あり得るかもしれませんということで説明をし

て、皆さん了承いただいたと。 
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 その中で、跡地の利用はあるのかというよう

な質問ありましたが、現在のところ未定でござ

いますということです。決定したものはござい

ません。過去に、西宮町、宮地町から、宮地校

区のほうから、公園としての整備というような

要望もございました。そういったものを踏まえ

て、今後検討していくものでしょうと。 

 で、跡地の利用につきましては、二面性な使

い方があると思いますということで、まず当面

の使い方、跡地利用が正式に決定するまでの利

用の仕方、そして、跡地利用計画が決定した後

の、その跡地利用計画の検討の仕方というもの

もあると思いますということを御説明申し上

げ、当面の使い方としましては、まず解体後、

更地、そして砂利敷きにしまして、地元の方々

に開放することを予定しておりますということ

を御説明申し上げました。 

 で、地元の方々の意見としましては、できる

だけ、違法駐車とか、何か、もうほかの人が入

らないように、通常は施錠していただきたい

と。そして、地元が何か利用したいときには、

鍵を開錠していただいて利用するというような

やり方をしてくださいというような要望がござ

いましたので、現在それに向けてちょっと検討

しているところでございます。 

 その後、跡地利用の、正式な跡地利用の計画

というのは、まだ、どうやっていくかというこ

とは決まっておりません。現在は、庁内におき

まして連絡調整会議を設置しまして、その跡地

利用計画を検討するに当たりましてどういった

方向で検討していくかということを、今庁内の

ほうで、関係各課で検討しているところでござ

います。 

 現状としては以上でございます。 

○委員（増田一喜君） ということはまだ、執

行部としては別段何も計画はないということで、

今のところは理解しとってよかですね。（農業

振興課長兼食肉センター場長豊田浩史君「はい。

現時点では、正式な計画は……」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手の上発言。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 失礼いたしました。現時点におきまして

は、正式に決定したものはございません。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） これ、意見になるかと

思いますが、先ほど、当面砂利敷きで住民の方

が利用しやすい。全面砂利敷きだったら、何か

土地的には利用しにくいんかなというところが

あります、全体を砂利敷きするんです。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 除草など、雑草の繁茂がございますの

で、砂利敷きで管理していきたいと考えており

ます。全面を砂利敷きで検討しております。 

○委員（髙山正夫君） だったら、車ぐらいし

かとめられないかなというふうな感じがします

けどですね。要は、全面砂利敷きだったら、例

えば、子供たちが何か運動するときなんか、ち

ょっと厳しいかなという感じがするんです。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 日常での運動というものはですね、考え

ておりません。というのが、説明会の中で、通

常人ができるだけ入らないような管理をしてい

ただきたい地元の声が、要望ございました。頻

繁に出入りされると、何か、そこが結局たまり

場になるんじゃないかというような御心配もあ

りましたので、できるだけ地元の危険を抑える

という意味でもですね、そういったものがない

ように通常は施錠して管理すると。で、地域の

人たちが利用されるときに、町内で利用される

ぐらいのときに、開錠してから開放するという

ことを考えているところでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 地元の声を反映さ

せてという旨の答弁ですが、髙山委員よろしい



 

－23－

ですか。 

○委員（髙山正夫君） あ、了解です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですね。 

○委員（髙山正夫君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。（委員庄野末藏君「なし」と呼ぶ） 

 なしではなくて御意見を。庄野委員、この請

願、陳情でありますので、なしでは困りますの

で。 

○委員（庄野末藏君） はい、わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） 御意見を。（委員

庄野末藏君「あそこの宮地の……」と呼ぶ）挙

手の上発言をお願いします。 

○委員（庄野末藏君） 宮地のですね、食肉セ

ンター跡地、かなり面積もあると思います。

で、あそこ、以前もですね、私もいろいろ利活

用したことあっとですけど、今後は、そういう

砂利敷きていうことで、やっぱ将来ちゅうか地

域の人たちも大分、そこら辺の草が除草作業せ

ないかぬというような懸念もあるだろうし、そ

ういうことであれば、利用するときも地域の人

たちも砂利だったら相当困るだろうし、何らか

のほかの方法ちゅうのはないだろうかなという

気持ちもすっとですけどね。 

 で、しっかりまちの人たちとも協議して、最

善の改善ちゅうかですね、やってほしいなとい

うふうに思っております。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） なかなか難しい問題だ

ろうなと思うとですよ。やっぱこれには、何か、

施設をつくってほしいちゅうようなことも書い

てあるから、またこれ予算伴うから、それだけ

できるのかなとか、また、それの必要性がある

のかなというのを、いろいろ考えないけぬとは

思うんですけれども、なかなかきょうどうのこ

うのと言うことはできないのかなという気がし

ますね。 

 しばらくは継続してそれをちょっと勉強しな

がら、考えていかないけぬことかなと思います

ので、できれば、今回は継続で、ちょっと勉強

させていただきたいなと思いますけど。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、継続審査の御

意見が出ました。ほかにございませんか。 

○委員（西濵和博君） 今、担当課長さんのほ

うから、御説明も伺いました。昨年３月の条例、

基づいて今取り組みなされてるということでは

ございますが、御説明の内容も踏まえまして、

増田委員からもございましたが、当委員会とし

ても、引き続きまた本件については、継続して

審議していくというあり方を求めたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決をいたします。採決は挙手により行いま

すが、挙手しない者は反対とみなします。 

 陳情第４号・八代市食肉センター跡地利活用

については、継続審査とするに賛成の方の挙手

を求めます。（｢継続」と呼ぶ者あり）継続で

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は継続審査とすることに決しました。 

 それでは、一旦小会いたします。 

（午前１１時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４４分 本会） 

◎陳情第１０号・球磨川放流用稚アユの安定的

確保に向けての支援について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、陳情第１０号・球磨川放流用稚アユの

安定的確保に向けての支援についてを議題とい

たします。 
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 要旨は文書表のとおりでありますが、念のた

め書記に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、御

意見等ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） 内容、この要旨につい

ては、ぜひ採択願いたいという感じがいたすも

のなんですが、今漁協のほうは、いろいろ、し

ぇしかいよんなさるですたいね。で、こっば可

決することによって、このことを、何かこう、

認めるという感じにならぬばよかっですけどね。

その辺の、どげんみんな考えなんですか。どう

でしょうか。（｢小会、小会しますか」と呼ぶ

者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 小会、小会します。 

（午前１１時４６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４９分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 何かございませんか。 

○委員（北園武広君） 担当課からですね、具

体的な話を伺いたいと思いますけども。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま、本件に

関して執行部に説明を求めるとの御意見が出ま

したが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、執行部に説明を求めることといたします。 

 しばらく小会します。 

（午前１１時４９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５３分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関し質疑ございませんか。 

○委員（亀田英雄君） これ、出された陳情書

は、漁協と、漁協の総意ということで理解して、

――したいんですけど、何かそんなことで影響

があるとお考えですか、執行部として。 

○水産林務課長（竹見清之君） この陳情につ

きましては、球磨川漁協として出されておりま

すので、そちらの方向で進めていただければと

思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） こういう御心配がある

ということで、組合、球磨川漁協の大体総意と

いうことであれば、私は、もう差し迫ってるか

らですね、もうこの時点ででも採択という方法、

いいんじゃないかなという気はいたしますけれ

ども。まあ、ほかの方の御意見とかあるとは思

いますけれども。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま採択とい

う御意見が出ましたが、ほかにございませんか。 

○委員（亀田英雄君） ぜひ、採択をお願いし

たいというふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 採択の御意見が２

つ出そろいました。ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。採決は挙手により行います

が、挙手しない者は反対とみなします。 

 陳情第１０号・球磨川放流用稚アユの安定的

確保に向けての支援については、採択と決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は採択とすることに決しました。 

 ただいま採択と決しました本陳情について

は、これを市長に送付の上、その処理の経過並

びに結果について報告を求めることにいたした

いが、これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 異議なしと認めま

す。 

 小会いたします。 

（午前１１時５５分 小会） 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５６分 本会） 

◎陳情第１１号・八代市立病院再建について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、陳情第１１号・八代市立病院再建につ

いてを議題といたします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、御

意見等ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 市長の方針が示された

中で、もういかんともしがたい話という話は理

解する中でですよ、内容とすれば今まで言って

きた内容です。市長の方針が示されたからとい

って、否決する話でもないという、私それ、こ

れはもう個人的な話ですので、採決を願えれば

というふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 採決。採択です。 

○委員（亀田英雄君） 採択ですね。 

○委員長（成松由紀夫君） 採択ですね。 

 ほかにございませんか。 

○委員（増田一喜君） 今亀田委員も言われた

ように、今回市長の方針、４病院に病床を譲っ

て、それから、外来診療についても、その中の

どこかに、譲渡ちゅうんですかね、そういうふ

うにしてやってもらいたい。 

 現実に宮地のほうでちょっとお話を聞く機会

があったんで聞いたら、やはりね、入院施設は

要らない、だけどもやっぱり外来診療は残して

ほしいという意見は聞いたことがあるんですよ

ね。 

 そういうことからして、市長が出された方針

じゃあ外来は、ほかの病院に移すけれども、機

能としてはそのまんま残すということだから、

地元の人たちのお話にも合致してくるんじゃな

いかなと思って、この方針が出された以上はも

う、継続ということも難しいのかなと思って、

逆に言うともう審議未了という形か不採択かと

いうことになりゃあせぬかなと思うんですけれ

ども、そこらあたり、採決がとられればですね、

採決お願いしたいとは思いますけど。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（北園武広君） 済みません、私ちょっ

と、この文面の中でですね、ちょっと確認をし

たい部分がございまして、要旨の中の、文章の

中で、上から６行目のところなんですけども、

外来患者の診療受け付け、しばらくの間停止し

と、で、１０月に仮設診療所が設置されという

ことでありますけども、私が聞いておった範囲

では、地震直後からは外来のほうの診療という

のは行われておったような、認識がございます

けども、その辺のところの少し確認のほうお願

いしたいので。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、執行部

の説明を求めるとの意見が出ておりますので、

お諮りします。 

 ただいま、本件に関して執行部に説明を求め

るとの意見が出ましたが、これに御異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、御異議

なしと認め、執行部に説明を求めることといた

します。 

 小会します。 

（午後０時０３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０４分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関して質疑を行います。ご

ざいませんか。 

○委員（北園武広君） 済みません、確認をと

らせていただきたいと思います。陳情書の文面

の中に、要旨の上から、２、４、６行目のとこ

ろに、外来患者さんの診療受け付けもしばらく
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の間停止しと、で、１０月に仮設診療所が設置

されということで記載がされておりますけど

も、私の認識では、直後からの診療、外来診療

のほうはなされておったのではないかというふ

うに認識しておりますけども、執行部のほうに

確認のほうよろしくお願いします。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 外来診療につきましては、地震の直後か

ら、安全なエックス線棟のほうで継続をしてお

りますので、外来診療を休んだ日はございませ

ん。 

 以上でございます。 

○委員（北園武広君） わかりました。ありが

とうございました。 

○委員（増田一喜君） それからですね、その

後のほうに、文章ではですね、何か、６行か、

７、８、９、１０、１１行目ぐらいかな。地震

前の平成２７年度決算では、経営収支は３３０

０万円の黒字となっていたというふうな記述が

あるんですけど、これたしか前の議会のときに、

委員会のときに確認したけども、帳簿的には黒

字だというけれども、実質的にはここに一般会

計からの繰り入れがあって初めて黒字に変えた

っちゅうことで、本質的には黒字なんですか赤

字なんですかという問いをした覚えがあっとで

すけど、そんときには、たしか実際は赤字であ

るというふうな答弁があったと思うんですけど、

これはどういうふうに。まあ再確認ですけどね。

収支、帳簿上であって本当は、税金を繰り入れ

たっちゅうことですよね。だから黒字になった

というふうに理解していいですよね。 

○委員長（成松由紀夫君） 実質収支について

の質問でございますが、よろしいですか。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 今、委員おっしゃったとおりでございま

す。一般会計からの一定の繰入金を繰り入れた

結果の、黒字収支という形で、帳簿上の収益計

算ではこの数字が出てくるわけでございます。

つまり、医業収支だけにとりますと、そちらの

ほうで見ますと、２７年度は約１億１８００万

の赤字でございます。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） それも、今度の市長が

言われたのが、ずっと赤字が継続してる。とい

うことは、もうずっと一般会計からそれだけ血

税を投入せないけぬちゅうことだから、厳しい

運営状況にあると思うんですよね。 

 で、そういうところもあるもんだからですね、

こういうのがいつまでも黒字黒字と言われるの

も、いささかかなと、いささか、うん、ぴんと

こないところもあるんですけれども、まあそう

いうふうにして、本当にこれが一般会計繰り入

れせずしてこれだけの利益が上がっていってま

すよっていうんだったらそれは、普通の経営者

であれば当然そのまま継続したいと思うんでし

ょうけれども、実質は、繰り入れてもらってる

からこういう、外側から見たところは黒字にな

ってる、だけど中身は赤字だというた、それを

どちらをとるかというたら、やっぱり中身が赤

字じゃ困るわけですよね。 

 そういう分も、経済的にもそういうところは

あるとは思うんですけど、ここではその文章の

ことを言うたってしようがないけども、一応も

う、執行部、市長としての方針は出されたから、

やむなしかとは思うんですけどね。 

 だけん、先ほども言ったように、審議未了か

不採択かという決断をせざるを得ないのかなと

いう思いでおります。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） 今、増田委員お尋ねの

件で、関連で私も確認したいものですから、お

尋ねいたします。 

 さきの当委員会の決算審査委員会の中でも私

お尋ねしました、今回ここの要旨で２７年度の

経常収支のことが記載ございますが、過去５年
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においても、やはり一般会計から繰り入れ等が

あって、そのことで、実質収支については赤字

経営があったんじゃなかろうかなというふうな

お尋ねもしましたが、いま一度そこをお答えい

ただけますでしょうか。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 委員御案内のとおり、過去５年間におき

ましてもですね、医業収支のほうでは、毎年、

先ほど申し上げました２７年度が１億１８００

万で、２３年度では１億７３００万という形

で、そのぐらいの幅で、医業収支は全て赤字で

ございます。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） はっきり確認ができて。 

 次にもう一つ、続けてよろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○委員（西濵和博君） 要旨の、１、２、３、

４、下から６行目なりますが、後段のほう、労

災病院から出されたというふうな表現なさって

いらっしゃるところですが、ここもですね、明

確に確認したいところがございまして、この本

質的な意義としては、病院という労災さんの組

織として御提出があったものか、あるいは、個

人の立場でそういうお取り組みなされたのか、

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 労災病院、公的４

病院というような流れもありますけれども、労

災病院が公的な立場で以前のやつは出されたの

か出されてないのか、確認はとれてるかどうか

の部分ですが、どちらが答弁されますか。とれ

てるかとれてないかの部分で、現状でよろしい

ですよ。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） こちらの確認のほうはですね、まだ御本

人の、陳情書のほうにも金子院長代理というこ

とで書いてございましたのでですね、正式には

確認はしておりません。ちゅうところで、ま

だ、わからないちゅう部分がございます。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） 御答弁の内容、理解し

たいと思いますが、あわせましてですね、署名

のことも続けて書いてございますけど、この署

名が提出された経緯についてもですね、参考ま

でお聞きしたいと思いますが、お答えできる範

囲内で結構ですので、その概要について御説明

いただけますでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） 時系列だと思うん

ですが、わかられてる範囲で。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） ここの後段の、８６２２筆の署名につき

ましてはですね、詳しいことは、当方のほう、

当院のほうもですね、これ、把握はしておりま

せん。なんせ、署名の内容につきましても、署

名をもらった段階でこれ中身のほうは一通り見

せていただいたんですけども、引き渡し、署名

を市長のほうに出されるときにも同席はしたん

ですけども、市会議員の方々が中心になって集

められたちゅうことだけしか、当方ではもう知

ることはございません。 

○委員（西濵和博君） 承知しました。お答え

できる部分ということで、ありがとうございま

した。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、採択と

不採択、審議未了と出ておりますが、――あ、

西濵委員はどちらだったですか。 

○委員（西濵和博君） 取り扱いについての部

分に、意見を申し上げたいと思いますが、この

ことにつきましては、一応私がお尋ねしたいこ

ともお答えいただいたことを踏まえましてです

ね、一応、市としての方針も示されたことを踏

まえまして、不採択を求めたいと。 

○委員長（成松由紀夫君） 増田委員、今、不

採択という御意見が出ておりますが。 

○委員（増田一喜君） 不採択で構いません。 

○委員長（成松由紀夫君） で、採決を諮って
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よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。採決は挙手により行います

が、挙手しない者は反対とみなします。 

 陳情第１１号・八代市立病院再建について

は、採択と決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手少数と認め、

本件は不採択とすることに決しました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午後０時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時１６分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件であります。 

 このうち、まず、産業・経済の振興に関する

諸問題の調査に関連して３件、執行部から発言

の申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（台

湾基隆市との友好交流について） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、台湾基

隆市との友好交流についてをお願いいたしま

す。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） 皆さんこ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）国

際港湾振興課の緒方でございます。 

 お手元に置いてあります、Ａ４、１枚の台湾

基隆との友好交流についてということで、御説

明をさせていただきます。失礼ながら、もう座

って御説明させていただきます。 

 台湾基隆との友好交流につきまして、御説明

をいたします。 

 まず、経緯、現状といたしましては、八代港

が国際物流、そして人流の拠点としてさらなる

発展を遂げるため、東南アジアの玄関口として

の台湾との航路開設が重要と考えまして、航路

開設を含め相互の発展に向けて、平成２７年８

月に、八代港と基隆港との間で友好交流の確認

書の調印を行っているところでございます。こ

の調印を機に、契機にいたしまして、２年続け

ての基隆フェアの開催や、昨年６月の基隆港１

３０周年記念式典への参加、また、一昨年６月

には、基隆市林市長を団長とする総勢４０名の

方々に本市を訪問いただくなど、両市の相互訪

問、相互交流を重ねてきているところでござい

ます。 

 今後の方向性といたしまして、そうした中、

ことし２月に基隆フェアを開催した際にです

ね、両市長によります、これからも将来に向け

て両市の友好交流を進めていきたいとの旨の確

認がなされているところで、自治体同士の友好

交流の締結に向けて進めているところでござい

ます。実際、取り組みといたしましては、新年
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度ですね、の早い時期に、自治体間、基隆市と

八代市との友好交流の協定書の締結に向けて、

取り組んでいきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 参考といたしまして記載しておりますけど

も、台湾基隆市、人口約３７万人、台湾の最北

端に位置する地域でございます。面積が１３２

平方キロメートル、９５パーセントが丘陵地と

いうところでございます。首都の台北から車で

約３０分というところで、台湾のですね、高雄

に次いで２番目の貨物量を誇る基隆港がありま

して、近代港の港湾都市として発展していると

ころでございます。 

 以上、御説明とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見などはございませんか。ござい

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

台湾基隆市との友好交流についてを終了いたし

ます。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（海

外大型クルーズ船寄港に伴う経済波及効果額に

ついて） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、海外大型ク

ルーズ船寄港に伴う経済波及効果額についてを

お願いいたします。 

○観光振興課長（岩崎和也君） こんにちは。

お疲れさまです。観光振興課、岩崎です。よろ

しくお願いします。 

 私のほうからは、海外大型クルーズ船寄港に

伴う経済効果額について説明させていただきま

す。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○観光振興課長（岩崎和也君） ありがとうご

ざいます。 

 資料のほう、Ａ４、１枚のものとなっており

ます。 

 効果額を調べますために、本経済文化交流部

の職員におきまして、９月２１日、クルーズ船

クアンタム号が来たときに調査をさせていただ

いております。調査対象は、市内の４４社の企

業ということで、飲食店、薬店、それから食料

品店、ショッピングセンター等を調査しており

ます。 

 その概要なんですけれども、まず、来訪者

数、これにつきまして、多く訪れますのは、免

税機能を持った日用品の取扱店舗、１日で最高

８００人ほどで、薬店におきましても、１日最

高来店者数が５００人というようなところで、

コンビニエンスストアにつきましても２００人

程度、１日最高の来店者数が２００人となって

いるというようなところでございます。それ以

外の店舗につきましては、数人から数十人とい

うような状況でございます。 

 ２番目に、客単価、購入品目ということにな

りますけれども、全体の客単価の平均は、約、

１人当たり４５００円使われてるというような

ところでございます。中でも１人当たりの単価

が高いのは薬店というようなことで、一つ一つ

の商品は安いんですけれども大量に購入される

ということから、１人当たりの単価が高くなっ

てるというようなところでございます。なお、

４４社中１０社につきましては、なかなか消費

がなされなかったというようなところもござい

ます。 

 それから、来訪者の印象だとか、あるいは困

り事だとかというのも聞いております。多少以

前より、マナーの向上は見られているようだと

いうようなところです。しかしながらまだま

だ、列に並ばないといった、マナーが十分身に

ついてないお客さんもいらっしゃるというよう

なところで、ちょっとしたトラブルも発生して

るというような状況でございます。また、通訳
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がいないというようなところがございますの

で、十分対応できてないというようなところ

で、困り事として寄せられております。 

 それから、現在の各事業所における取り組み

状況と今後の計画というようなところで、現

在、免税店だとかの機能を持ったものとか、あ

るいは中国語表記などの対応している事業所も

ありますけれども、大半は十分な対策がとれて

ないような状況でございました。 

 今後どのような計画があるかというようなこ

とでお尋ねしてみますと、店内情報の中国語の

表記、それから通訳を雇用したいとか、従業員

の語学研修、免税店の登録、あるいは値引きセ

ールあたりをやりたいというようなことで、今

後のクルーズ船のお客さんの来訪を期待してる

というようなものが見えております。 

 最後になりますけれども、経済効果額という

ようなところで、１日当たりの売上額は、４４

社に限ってなんですけれども、全体で約５００

万円というようなところが上がっております。

仮にことしの寄港数を当初予定の７０回という

ふうにしますと、直接消費額は約３億５０００

万円というふうに試算されまして、これを総務

省作成の平成２３年産業関連表・確報・統合大

分類に当てはめてみますと、約５億２３００万

円の経済波及効果があるというふうに試算され

ております。 

 以上、観光振興課の報告を終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（西濵和博君） １件お尋ねなんですけ

ども、今後のこととしてなんですが、ここでの

調査では、１人平均４５００円程度でしょうか、

御購入なさっていらっしゃるということですが、

免税額の取り扱いについて、５０００円超えな

いと免税対象とならないという規定の中で、今

までは一般消費物とそれ以外を分けて、それぞ

れ５０００円以上というような取り扱いが、こ

れからはその垣根を取っ払って、一緒に、合わ

せて５０００円超えればいいっていうふうにな

るらしい、そういう制度改正がなされるという

のをお聞きしたんですが、そうなりますとます

ますですね、消費喚起につながって、経済効果、

経済波及効果まで期待できるかなと思うんです

が、そこら辺のお見込みはいかがでしょう。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 客単価という

ようなところで、以前はもう数万円あるいは数

十万円、１人当たりの単価が高いというような

状況が、今既に４５００円まで落ちついてると

いうような状況がありますので、今後さらに、

消費、地元商品の単価が高いものあたりを、ど

んどん商店の店舗等に出すことによって単価は

多少は上がるのかなと思っておりますけれど

も、恐らく、観光統計上３０００円程度が１人

当たりの単価と、日本の国内の旅行の消費額な

んですけれども、となりますので、今後、単価

を上げていきたいという思いはありますが、恐

らく国内の消費額程度に落ちつくんじゃないか

なという思いはあります。 

 ただ、客数を伸ばすことによって経済効果額

を上げていくと、こういった取り組みをどんど

ん進めていく必要があるかなというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） ありがとうございます。

職員直営でですね、調査なさったこと評価した

いと思います。ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） せっかく調査されたの

でお尋ねしますけども、（３）の来訪者の印象、

困り事ということで、私が一般の方といろいろ

話す中で、これから大型クルーズがどんどんふ

えるから経済的によくなるよちゅう話はするん

ですけども、常についてくるのが、万引きやら

マナーの悪さをよく聞かれます。 
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 で、聞いたところによると、現在、ゆめタウ

ンですか、ゆめタウンとかイオンは受け付けな

い、観光客を受け入れないとか、そういう話も、

そういった風評もあるんですけども、それが事

実だったのかどうなのかですね、そのあたりは

わかりましたか。よろしくお願いします。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 確かに聞き取

りの中でですね、やっぱり多少の万引きあたり

があってるのは、聞き取りの中でお話としてあ

ってはおります。 

 以上です。 

○委員（髙山正夫君） 大型店舗が受け入れな

いちゅうのも事実なんですか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） ヒアリングの

中では、当然大型店舗もヒアリングしておりま

して、その時点では受け入れていらっしゃいま

したので、受け入れないというお話はちょっと

聞いてはおりません。 

○委員（髙山正夫君） ありがとうございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

海外大型クルーズ船寄港に伴う経済波及効果額

についてを終了します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（国

営八代平野土地改良事業について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、国営八代平

野土地改良事業についてをお願いいたします。 

○農地整備課長（小原聖児君） こんにちは。

農地整備課長の小原でございます。 

 それでは、国営八代平野土地改良事業につき

まして、着座にて説明をさせていただきます。 

 説明に入ります前に、お配りしております資

料の確認をお願いいたします。Ａ４サイズの２

枚とじのものと、Ａ３サイズの図面を用意して

おります。よろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○農地整備課長（小原聖児君） それでは、説

明をさせていただきます。 

 八代平野における遥拝頭首工、幹線用水路は、

昭和３９年度から４８年度にかけて、国営土地

改良事業により整備をされたものでございます。

現在４０年以上が経過をしておりますことから、

コンクリート構造物の欠損、鋼構造物の腐食等、

施設の老朽化が著しく、農業用水の安定供給に

支障を来すとともに、維持管理に多大な労力と

費用を要しております。また、遥拝頭首工など

一部の用水施設においては、必要な耐震化対策

を、農地においては、冠水、浸水被害の軽減を

図るため排水対策を施す必要があります。 

 以上のことから、平成２６年度より年２回、

八代市と氷川町の連名で、政府予算に対する要

望事業の一つとして、整備改修事業の早期採択

の要望をしてきております。 

 これまで、九州農政局において、平成３０年

度中の国営での事業着手に向け、平成２７年か

ら２９年度にかけて地区調査が実施されており、

このたび平成３０年度中の事業採択が本格化し

てまいりましたので、本日改めて御報告をさせ

ていただく次第でございます。 

 まず、事業内容としましては、事業の範囲で

ございますが、Ａ３判の計画概要図をごらんく

ださい。 

 ちょっとわかりづらいのですけども、薄いピ

ンクで色づけをしております区域が、用水、排

水の受益地区となります。遥拝頭首工を用水源

とします八代平野の北部エリアと南部エリアで、

全体の受益面積は５４４８ヘクタールでござい

ます。 

 次に事業期間でございますが、平成３０年度

から４２年度までの１３年間を予定しておりま

す。 

 次に総事業費としましては、概算で約３７０

億円です。そのうち、農業関係分は３５２億円
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でございます。差額の１８億円は、水道事業団、

工業用水となります。 

 次に主要工事でございますが、計画概要図を

ごらんください。 

 工事箇所については、黄色で丸囲みをしてお

ります。まず１番目に、遥拝頭首工の改修及び

耐震化。２番目に、頭首工の北側、南側の導水

路の改修及び耐震化。３番目に、幹線用水路８

路線の改修、図の中では赤色の実線で示してお

ります。４番目に、排水機場の整備でございま

すが、まず１カ所目が、鏡町の北新地で、現在

の２機場を廃止し１機場を新設するものです。

現在２機場合わせて毎秒２２.２５トンのもの

を、毎秒３０トンに能力アップをいたします。

２カ所目は、現在の日奈久の流藻川排水機場、

毎秒５.３２トンのものを廃止し、新たに三十

間池のところに、毎秒４０トンに能力アップを

し新設するものでございます。５番目に、排水

路の新設と改修で、鏡町の中島地区の冠水対策

としまして、バイパス水路の新設、あわせて、

鮟鱇川の改修を行います。最後に６番目として、

水管理施設の新設を行います。用水・排水路の

水位をセンサーにて監視するもので、あわせて、

用水路の分岐点２カ所において、ゲートの調整

を遠隔操作で可能とするものでございます。 

 次に現在の状況及び今後の予定についてです

が、来年の３月から６月の同意取得に向けまし

て、現在、九州農政局において土地改良法の３

条資格者の名簿の作成を行っております。また、

北部、南部の土地改良区におきましては、総代

及び推進員に対しまして、この同意取得に向け

ての勉強会を実施することにしております。現

在その日程調整中でございます。その後、個別

な地区説明会を開催しながら、可能な地区につ

きましては、あわせて同意取得に入っていくこ

とにしております。 

 なお、事業の決定は、３０年１１月ごろの予

定となっております。 

 次に、資料の２枚目をお開きください。 

 負担割合及び負担額について御説明いたしま

す。 

 この表は、平成２９年度単価にて試算したも

のでございます。負担割合についての協議の中

で、八代平野北部、南部の両土地改良区から、

熊本県、市町に対しまして農業者の負担軽減の

要望がありましたことから、熊本県が、本事業

の重要性を踏まえ、国が示しております負担割

合のガイドラインよりも踏み込んだ、国補助の

残額分の７割を負担し、農業者への支援を行う

という方針決定をいたしました。その決定に基

づき、頭首工、導水路工、用水路工、排水機場、

排水路工の工種ごとに、国、県、市町、農業者

に対する事業費の負担額の積み上げを行った結

果でございます。市町とは、八代市と氷川町の

ことでございます。この結果、熊本県は、ガイ

ドライン分より約１５億８５００万円の負担増

となっております。その分、市町及び農業者の

負担が軽減されたということでございます。 

 なお、この負担割合につきましては、本事業

の推進体制であります八代平野地区かんがい排

水事業推進協議会において、承認がなされ、ま

た、八代平野北部、南部のおのおのの土地改良

区総代会においても、議決がなされております。 

 最後になりましたが、返済方法の案について

御説明いたします。 

 まず負担金の支払い時期は、事業完了後とな

り、現在の計画では、平成４３年、２０３１年

度からとなります。 

 返済方法につきましては、案といたしまして

資料には記載しておりますが、今後財政部局と

協議、検討してまいりたいと考えております。 

 以上で国営八代平野土地改良事業についての

説明及び報告を終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等はありませんか。ありません

か。 
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○委員（亀田英雄君） 意見を１ついいですか。 

 遥拝堰の改修ということで、大変いい話を伺

いました。ぜひ頑張って進めていただきたい話

です。 

 で、今回農業者の話だけだったんですが、何

かとですね、アユの遡上と産卵の卵の流下のこ

とについても、話題になる遥拝堰のことですの

で、そちらのほうにも耳を少し傾けていただい

て、計画に反映させていただければなというこ

とで意見を申し上げます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

国営八代平野土地改良事業についてを終了しま

す。 

                              

・病院・水道事業に関する諸問題の調査（市立

病院の方向性について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、病院・水道

事業に関する諸問題の調査に関連して、２件執

行部から発言の申し出があっておりますので、

これを許します。 

 それでは、市立病院の方向性についてをお願

いいたします。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 既にお配りしております、資料のカラー

の、それの２枚物ですけども、こちらで説明を

したいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、先日の一般質問において、橋本幸

一議員を初め、橋本徳一郎議員、亀田英雄議員

からの御質問に対し、市長より答弁いたしまし

た市立病院の方向性について、改めて御説明い

たします。 

 資料の１ページ目をごらんください。 

 病床機能の再編移転、外来機能の事業譲渡の

イメージ図でございます。左側の青い線で囲み

ましたところが、現在の市立病院でございま

す。外来機能及び入院機能として、一般病床６

６床、結核病床３０床、合わせて９６床を保有

しております。これを、現在の市立病院が持つ

外来機能や一般病床を、八代地域にあります４

つの公的な医療機関にその役割を引き継いでい

ただくことで、経営形態は再編移転及び事業譲

渡となりますが、これまでの市民への医療提供

は確保するものということでございます。 

 なお、結核病床については、全てを減床し廃

止することとなりますが、熊本県健康危機管理

課及び八代保健所より、いずれかの医療機関に

対しまして必要な病床を確保していただくよう

進めていくものとしております。 

 続きまして、２ページでございます。 

 ただいま申し上げましたイメージを、もう少

し具体的にあらわした図でございます。八代地

域の４つの医療機関に対し、市立病院が持って

おります回復期から慢性期の機能を維持したま

ま、病床を再編移転することとなります。再編

移転する病床数につきましては、各医療機関に

現在意向調査を行った上で、――行っておりま

すので、それが決定しますことから、現時点で

はまだ未定ということになっております。ま

た、外来機能につきましては、これらの公的医

療機関のいずれかの病院に、附属診療所といっ

たような形で、現地にて診療を継続していただ

くよう事業譲渡を行うものでございます。 

 以上、説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等はありませんか。ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） 市長の方針を求めてこ

れまで、幾度となく質問を重ねてまいって、今

回市長の方針が出されたと。そのことについて

は敬意を表するものなんですが、途中からです

ね、継続を求めてまいりました。そのことに対
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する逆の答えだったということで、何とも言い

がたい部分が残るわけなんですが、今説明があ

ったように、市立病院の機能の分は継続して引

き継いでいきたいという部分をですね、これは

必ず実現していただきますように、重ねてお願

いをしたいと。強くですね、そのことだけは、

不安があるということを、肝に銘じて進めてい

ただければなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

市立病院の方向性についてを終了します。 

                              

・病院・水道事業に関する諸問題の調査（八代

市水道料金徴収事務等業務委託に係る選定結果

について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、八代市水道

料金徴収事務等業務委託に係る選定結果につい

てをお願いいたします。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） こんにち

は。水道局の宮本です。よろしくお願いいたし

ます。着座にて説明させていただきます。 

 所管事務調査、八代市水道料金徴収事務等業

務委託に係る選定結果について御説明いたしま

す。 

 平成２９年３月議会におきまして、八代市水

道料金徴収事務等業務委託の債務負担の設定を

ご承認いただき、今年度に選定委員会を開催し

受託適格者の選定結果が出ましたので、御報告

いたします。 

 まず、業務委託を行います経緯につきまして

簡単に御説明いたします。 

 当市は、給水普及率が低く、継続して拡張工

事を行っているため、年々業務量が増加してい

く見込みです。市町村合併に伴いまして職員定

数の削減が行われ、水道局も、人員削減に対処

するため、非常勤職員や臨時職員の採用等によ

り業務量の増加に対応してまいりました。しか

しながら職員定数を市全体で管理しているた

め、職員の増員が困難な状況にあります。 

 そこで、限られた人員で業務の効率化を図

り、多種多様な住民のニーズに応えながらサー

ビス向上を行っていくために、水道料金の検

針、調定、収納、窓口業務から滞納整理まで、

業務を民間事業者へ包括委託することといたし

ました。 

 選定委員会の委員は、水道使用者１名、学識

経験を有する者３名、その他市長が適当と認め

る者１名の計５名の委員で、３回の選定委員会

を実施し、平成２９年１１月１５日に選定結果

を市長へ御報告いただきました。 

 選定方法は、公募型総合評価落札方式とし、

業務提案書及び入札書を審査し、業務体制等の

評価基準総得点が最も高い者を受託適格者とし

て選定しています。参加申し込みは３者ありま

したが、うち１者が辞退となり、２者での審査

を行いました結果、福岡にございますヴェオリ

ア・ジェネッツ株式会社九州支店が、平成３０

年４月１日から平成３５年３月３１日の５年総

額、税抜きで１億７４９０万円で、受託適格者

と選定されました。 

 その後、受託適格者であるヴェオリア・ジェ

ネッツ株式会社九州支店と、契約条件等につい

て業務委託契約締結に向けて協議を行い、合意

に達しましたので業務委託契約を締結いたしま

した。 

 今後は、来月より引き継ぎを強化し、平成３

０年４月１日からの業務開始に支障を来さぬよ

う努めてまいります。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 前回の議会でちょっと

あった話と一緒の話かなというふうに、と私な
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りに思うとですが、個人が今までしよったっば

全部こん会社が委託すっという話なんですか。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） いわゆる

検針業務ですとか、それから、今職員で行って

おります窓口の対応ですとか、それから、納付

書を発送したり料金の賦課を行ったり、それか

ら、集金に行ったりとか、開栓の申し出があっ

たときに水道の開栓、それから、引っ越します

っていうようなときに精算に行ったりとか、そ

ういう業務を全て１社に委託するというもので

ございます。 

○委員（亀田英雄君） じゃ、個人の契約書は

全部破棄、契約は打ち切りということなんです

か。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 現在、検

針業務につきましては、個人委託やっておりま

すが、３０年３月３１日をもって契約のほうを

終了するということになります。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） 確認なんですが、そう

いう人、あとは会社のしなることでしょうばっ

てんが、ある程度その仕事の収入を当てにしと

った人、生活の糧にしとった人がおっと思うと

ですよね。その人たちのケアというとは何か考

えておりますか。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） こちらの

提案、会社側のほうからの提案等ございまし

て、一応、地元雇用を優先すると。で、検針等

につきましては、経験等も必要になりますこと

から、現在やっておられる検針員さんと一応、

条件等を提示して、継続あるいは打ち切りとい

うようなことになるかと思います。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

八代市水道料金徴収事務等業務委託に係る選定

結果についてを終了します。 

 次に、本委員会の管外行政視察について、協

議のため小会いたします。 

（午後０時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時４７分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、本委員会の管外行政視察について

お諮りいたします。 

 本委員会の管外行政視察については、これを

実施したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

所管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び陳情１件に

ついては、なお調査を要すると思いますので、

引き続き閉会中の継続調査の申し出をいたした

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 最後に、派遣承認要求の件についてお諮りい

たします。 

 まず、本委員会の管外行政視察についてです

が、本委員会は、平成３０年１月２４日から２

６日までの３日間、京都府京都市、舞鶴市、大

阪府堺市へ、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査のため行政視察を行うこととし、議長宛

て派遣承認要求の手続をとらせていただきたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 次に、皆様御承知のとおり、２０１９女子ハ

ンドボール世界選手権大会の予選会場として、

八代市総合体育館が内定しております。そこで

執行部から、本大会の円滑な運営を図るため、

議会に対し、１２月１４日から１２月１９日ま

での５日間、ドイツで開催される２０１７女子

ハンドボール世界選手権大会視察への同行依頼

があり、これを受けて議長から、所管します当

委員会の委員長であります私に、視察への参加

要請がありました。 

 つきましては、このことについて、議長宛て

派遣承認要求の手続をとらせていただきたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもちまして経済企業委員会を散

会いたします。 

（午後０時５０分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年１２月１３日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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